
号

外

�

平

成
十
九
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

障
害
福
祉
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
一
号
の
二

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
三
備
考
第
四
号
�
中｢(社

会
福
祉
施
設
に
措
置
さ
れ
た
者
を
除
く
｡)｣

を｢(社
会
福
祉
施

設
に
措
置
さ
れ
た
児
童
(者
)､
児
童
福
祉
法
第
24条

の
２
に
よ
り
障
害
児
施
設
を
利
用
す
る
児
童
､

障
害
者
自
立
支
援
法
(平
成
17年

法
律
第
123号

)
第
６
条
の
自
立
支
援
給
付
の
受
給
者
(障
害
者
自

立
支
援
法
第
５
条
第
５
項
､第
６
項
､
第
13項
､
第
14項
及
び
第
15項
の
サ
－
ビ
ス
に
限
る
｡)
又
は
障

害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
22条
の
特
定
旧
法
受
給
者
を
除
く
｡)｣

に
改
め
、
同
号
�
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

ホ
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(昭
和
25年

法
律
第
123号

)
第
45条

に
規

定
す
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者

別
表
第
三
備
考
第
五
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

た
だ
し
､
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
の
扶
養
義
務
者
が
､
児
童
福
祉
法
第
24条
の
２
の
障
害
児
施

設
給
付
費
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
､
当
該
措
置
児
童
等
の
世
帯
に
係
る
徴
収
月
額
に
つ
い
て
は
､

｢児
童
入
所
施
設
に
係
る
徴
収
月
額
＋
児
童
入
所
施
設
に
係
る
徴
収
月
額
×
0.1×

(当
該
世
帯
に
お
け

る
施
設
入
所
児
童
の
人
数
－
１
)｣
を
当
該
世
帯
に
係
る
上
限
(当
該
世
帯
に
お
け
る
施
設
入
所
児
童

の
う
ち
､
徴
収
月
額
が
全
額
徴
収
又
は
日
割
り
で
あ
る
こ
と
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
通
所
部
､

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
�

�

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
四
月
一
日



症
診
査
協
議
会

決
定
事
項
承
認
番
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患

者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

第
条

結
核
審
査
協
議
会

審
査
決
定
事
項

承
認
番
号

結
核
予
防
法
第

条
感
染

診
査

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部
､
障
害
児
施
設
措
置
費
国
庫
負
担
金
及
び
知
的
障
害
者
施
設
措
置

費
国
庫
負
担
金
に
つ
い
て
(平
成
９
年
10月
17日
厚
生
省
障
第
263号

厚
生
事
務
次
官
通
知
｡
以
下
｢2

63号
通
知
｣
と
い
う
｡)
の
別
表
５
－
１
障
害
児
施
設
徴
収
金
基
準
額
表
(扶
養
義
務
者
用
)
に
定
め

る
知
的
障
害
児
通
園
施
設
､
難
聴
幼
児
通
園
施
設
及
び
肢
体
不
自
由
児
施
設
通
園
部
の
徴
収
月
額
で
あ

る
場
合
は
､
当
該
世
帯
に
お
け
る
施
設
入
所
児
童
の
徴
収
月
額
の
合
算
額
を
当
該
世
帯
の
上
限
額
と
す

る
｡
な
お
､
児
童
福
祉
法
第
24条
の
２
に
定
め
る
障
害
児
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
等
に
係
る
徴
収

月
額
は
､
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
１
条
第
２
号
に
定
め
る
日
前
の
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
263号

通
知
の
徴
収
金
基
準
額
と
す
る
｡)
と
し
､
そ
の
額
が
そ
の
月
の
利
用
者
負
担
額
(児
童
福
祉
法
第
24

条
の
７
に
規
定
す
る
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費
用
及
び
居
住
に
要
し
た
費
用
並
び
に
児
童
福
祉
法
第
24

条
の
20に
規
定
す
る
障
害
児
施
設
医
療
に
係
る
利
用
者
負
担
を
含
む
利
用
者
負
担
の
上
限
額
(実
際
に

利
用
者
負
担
と
し
て
支
払
つ
た
額
が
上
限
額
を
下
回
る
場
合
は
当
該
支
払
つ
た
額
と
す
る
｡)
を
い
う
｡

以
下
同
じ
｡)
を
上
回
る
場
合
は
､
そ
の
額
と
障
害
児
施
設
の
利
用
者
負
担
額
と
の
差
額
を
児
童
入
所

施
設
に
係
る
徴
収
月
額
と
し
､
障
害
児
施
設
の
利
用
者
負
担
額
が
当
該
世
帯
の
上
限
額
を
上
回
る
場
合

は
､
児
童
入
所
施
設
に
係
る
徴
収
月
額
は
０
円
と
す
る
｡

｢
｢

別
記
第
三
号
様
式
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
十
五
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )２



第15号様式の２ (第５条の２､ 第５条の８関係)
(表)

障害児施設給付費・障害児施設医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

子ども相談センター所長 様
次のとおり申請します｡

申請年月日 年 月 日

申

請

者

フリガナ
生年月日 年 月 日

氏 名
性 別 男 ・ 女

居 住 地
〒

電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

支給申請に係る
児 童 氏 名 続 柄

身体障害者
手 帳 番 号

療育手帳
番 号

精神障害者保健
福祉手帳番号

被保険者証の
記号及び番号＊ 保険者名及び番号＊

＊障害児施設医療費支給対象施設 (第１種自閉症児施設､ 肢体不自由児施設 (入所部・通所部)､ 肢体不
自由児通園施設､ 重症心身障害児施設､ 指定医療機関 (肢体不自由児・重症心身障害児)) の利用を申請
する場合､ 支給申請に係る児童の加入する医療保険について記入すること｡

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況

障害福祉サービス
(居宅サービス)

利用中のサービスの種類と内容等

指定施設支援
(施設サービス)

利用中の施設名等

申
請
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
等

障
害
児
施
設
給
付
費

申請する支援の種類・申請に係る具体的内容

種

類

□知的障害児施設 □第１種自閉症児施設 □第２種自閉症児施設

□知的障害児通園施設 □盲児施設 □ろうあ児施設

□難聴幼児通園施設
□肢体不自由児施設
(入所部・通所部)

□肢体不自由児療護施設

□肢体不自由児通園施設 □重症心身障害児施設
□指定医療機関
(肢体不自由児・重症心身障害児)

具
体
的
内
容

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



(裏)

申

請

す

る

減

免

の

種

類

□ Ⅰ 負担上限月額に関する認定 (下記Ⅱの軽減措置適用前)
下記の区分の適用を申請します｡
(あてはまるものに○をつける｡ いずれにも当てはまらない場合は空欄とすること｡)
１. 生活保護受給世帯
２. 市町村民税非課税世帯に属する者であつて､ 合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の合
計額が80万円以下のもの

３. 市町村民税非課税世帯に属する者であつて､ ２以外のもの

□ Ⅱ 障害児施設等軽減に関する認定
下記のいずれにもあてはまるため､ 障害児施設等軽減を申請します｡
１. 在宅において生活する者又は20歳未満の施設入所者
２. 市町村民税非課税世帯に属する者又は市町村税課税世帯のうち世帯の市町村民税所得割額の
合計額が10万円未満 (注１) 未満の者

３. 申請者 (障害児の保護者又は障害者) 及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者が一定の
不動産 (親族等が現に居住する不動産を除く｡) 等以外の資産を有さないこと｡

４. 申請者 (障害児の保護者又は障害者) 及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者の預貯金
等の額が次の額以下の者
ア 申請者の属する世帯が単身世帯であるもの…………………500万円
イ 申請者の属する世帯が２人以上の世帯であるもの………1,000万円

□ Ⅲ 個別減免・医療型個別減免に関する認定
下記の１､ ２のいずれかにあてはまるため､ 個別減免・医療型個別減免を申請します｡

１. 施設を利用する方が20歳以上の場合
(下記項目を満たすこと)

� 施設入所者 (注２) 若しくは医療型施設入
所者 (注３) であること (年令 歳)

� 市町村民税非課税世帯の者
� 一定の資産を有していないこと
ア. 預貯金等の額が500万円以下であること
イ. 不動産を所有していない (親族等が現に
居住する不動産を除く)

２. 施設を利用する方が20歳未満の場合
� 医療型施設入所者 (注３) であること (年
令 歳)

□ Ⅳ 特定入所障害児食費等給付費に関する認定 (医療型施設は除く)
下記のいずれにもあてはまるため､ 特定入所障害児食費等給付費を申請します｡

〈施設を利用する方が20歳以上の場合〉
１. 施設入所者であること (年令 歳)
２. 市町村民税非課税世帯の者

〈施設を利用する方が20歳未満の場合〉
１. 施設入所者であること (年令 歳)

□ Ⅴ 生活保護への移行予防措置 (定率負担減免措置､ 特例補足給付) に関する認定
生活保護への移行予防措置 (□定率負担減免措置 □特例補足給付) を申請します｡
＊振興局又は福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります｡

いずれも､ 事実関係を確認できる書類を添付して申請すること｡
(注1) 平成19年度税制改正により所得割額が16万円 (予定) に変更されます｡
(注2) 対象施設は､ 障害児施設給付費の対象となる入所施設 (通所施設は除く)
(注3) 対象施設は､ 障害児施設給付費及び障害児施設医療費の対象となる入所施設 (通所施設は除く)

申請書提出者 □申請者本人 □申請者本人以外 (下の欄に記入)
フリガナ

申 請 者
との関係氏 名

住 所
〒

電話番号

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )４



別
記
第
十
五
号
様
式
の
四
中｢社

会
福
祉
法
人
等
に
よ
る
軽
減
措
置
の
適
用
｣

を｢食
事
提
供
加
算

対
象
者
｣

に
、｢軽

減
適
用
期
間
｣

を｢適
用
期
間
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
第
三
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )６

平
成
十
九
年
四
月
一
日
印
刷

平
成
十
九
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


